
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  交際費等の改正時期               

Ｑ：交際費の非課税限度が変わるそうです

が、いつから変わるのですか？                               

  

Ａ：平成25年４月１日から平成26年３月31

日までに開始する事業年度から適用になりま

す。 

【解説】 

平成25年度の税制改正では、交際費等の取

扱いが改正され、中小法人に係る損金算入制

度の特例が、①定額控除限度額を800万円に引

き上げられるとともに、②定額控除限度額ま

での金額の損金不算入措置(10%)が廃止され

ました。 

これにより、中小法人については、支出交

際費等のうち800万円までの金額の全額を損

金算入することができるようになったわけで

すが、この取扱いの適用時期は、平成25年４

月１日から平成26年３月31日までに開始する

事業年度からとなっています。 

なお、この取扱いは、今のところ平成26年

３月31日までに開始する事業年度において適

用される時限立法になっていますので、来年

３月31日以後の取扱いは未定となっています。 

ただし、税制改正の附則では、「交際費課

税の特例の在り方」について、「消費の拡大

を通じた経済の活性化を図る観点から、その

適用範囲を含め、検討すること」とし、平成

25年度中に必要な措置を講じることとしてい

ることから、平成26年度の税制改正では、こ

の適用範囲の見直しと期限の延長について改

正があるものと思われます。 
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